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令和５年度「宮古真鱈まつり」出店募集要領 

 

１ まつり開催の目的 

真鱈の産地としての知名度向上及び新たなブランド立ち上げに貢献し、もって地域にお

けるにぎわいの創出及び活性化、関連事業者の収益向上に資することを目的とする。 

２ 開催概要 

日時：令和 6年 1月 21日（日）午前 10時～午後 2時（開場:午前 10時） 

場所：宮古市魚市場（東側増築棟／岩手県宮古市臨港通 2-1） 

 主催：宮古真鱈まつり実行委員会 

３ 出店内容 

 ・真鱈の鮮魚販売や真鱈を使用した加工品等の販売、地元農林水産物の販売など 

４ 出店資格 

(1) 宮古市内で水産業を営む企業・個人事業主 

(2) 宮古地方産直連絡会会員 

(3) 協賛団体 

(4) 令和 2年度から令和 4年度に実施した宮古真鱈まつりの出店者 

(5) その他 実行委員会が認めた団体、個人 

５ 出店ブース等 

(1)基本設備 

ブース 出店料 テントの目安寸法 基本設備（共通） 

テント半張 3,500円 
1.5間×1.5間 

（2.7ｍ×2.7ｍ） 

・パイプテント 

・長机 2台まで 

（1.8ｍ×0.45ｍ×0.7ｍ） 

・パイプイス 2脚まで 

・出店者名の表示板 1枚 

テント１張 7,000円 
幅 3間×奥行き 1.5間 

（5.4ｍ×2.7ｍ） 

(2) 追加設備（希望者のみ） 別料金にて追加設備の手配を承ります。 

備品等 リース料金（目安） 備考 

発電機 2.8kVA 12,000～25,000円/台 リース料金は、数量とりまとめ後の確定と

なります。 長机 2,000円前後/台 

(3)基本設備及び追加設備以外の不足する設備（3方幕等）は、各自で手配願います。 

(4)出店場所は会場内の全体配置を考慮して、事務局が決定して出店者説明会でお知らせし

ます。 

 ※テント、イス、テーブル等は全てレンタル品です。取り扱いには十分注意してください。

破損等の場合、使用した出店者に対し修理費等を請求します。 

 (5)各出店者、原則テント 1張までとします。 
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６ 出店者選考 

開場の配置可能数に対して希望者多数となった場合は、次の審査基準により出店者を調

整させていただきます。そのため、出店申込書を提出いただいても、出店できない場合が

ありますので、予めご了承願います。 

    

 

 

 

 

 

７ 出店料の支払 

出店者説明会でお渡しする請求書により、その際に示す期日までに指定口座へ振り込み

願います。なお、振込手数料はご負担いただきます。 

８ 出店者説明会 

出店申し込み締切り後、12 月上旬頃に出店者説明会を開催します（後日案内）。出店者

は必ず出席してください。 

９ 保健所への臨時営業許可申請 

事務局が保健所に臨時営業許可を一括申請します（出店者の負担はありません）。出店申

込書の販売品目は正確に記入してください。 

10 出店にあたっての注意 

 (1)開催終了時間前に商品が完売しないよう十分な仕入れにご協力ください。 

(2)開催時間中の撤収作業は原則、認めません。終了後に撤収作業を行ってください。 

 (3)その他、実行委員会の指示に従ってください。 

11 出店の取り消し 

(1)申込後の出店取り消しはご遠慮ください。出店者説明会後は、出店料を返金できませ

んので、ご了承ください。 

(2)次のいずれかに該当した場合は、出店を取り消します。また、出店料の返金もできま

せんので、ご了承ください。 

  ①特別な理由がなく、期日までに出店料をお支払いいただけない場合 

  ②特別な理由がなく、出店者説明会を欠席された場合 

  ③出店申込書に記載された内容が事実と異なっていた場合 

  ④その他、実行委員会が不適格と認めた場合 

12 出店の搬入・搬出 

(1)搬入の時間 午前 8時から午前 9時 45分まで ※9時 45分までに準備を完了させること 

(2)搬出の時間 閉会直後から午後 4時 30分まで 

(3)出店終了後、各ブースの長机、パイプイス等はブース内に置いてください。 

 

審査基準 

 １ イベント趣旨への適格性（真鱈を使用した加工品等の販売） 

 ２ 宮古市内に事業所を有する団体、企業、個人事業主等 

３ 令和 4年度「宮古真鱈まつり」における販売実績（売上上位を優先） 

４ その他 総合的見地から当イベント参加への適格性 
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13 販売 

 (1)販売価格は、消費税込の価格で表示してください。 

 (2)令和 2年 7月からレジ袋が有料化されていますので、ご留意ください。 

 

14 新型コロナウイルス感染症対策の緩和 

  新型コロナウイルスにより実施していた対策は、次のとおり解除・緩和します。 

(1)来場者の入場時におけるマスク着用確認、検温、記名は実施しません。 

  ⇒手指消毒は各所に配置します。 

 (2)会場内一方通行は解除します。 

   ⇒生じたスペースに飲食エリアを拡大します。 

 (3)出店テントに設置していた飛沫防止ビニールは、設置しません。 

 

15 出店申込 

この要項に承諾できる方は、別紙申込用紙に必要事項を記入のうえ提出してください。 

（郵送・ＦＡＸ・事務局への直接提出・メール） 

(1)申込方法 

①販売の方：「出店申込書」の 1種類 

 ※販売品目によっては、保健所への臨時営業許可に関連して別途書類の提出をお願い

する場合があります。 

②飲食販売の方：「出店申込書」「出店レイアウト図」の 2種類 

 ※「飲食店営業（臨時営業）」許可を取得済みの方は、写しをご提出ください。 

その場合、「出店レイアウト図」は必要ありません。 

(2)申込期限：令和 5年 10月 31日(火)必着 

 

16 問い合わせ・申込先 

宮古真鱈まつり実行委員会 事務局（宮古市産業振興部水産課内、担当：山田） 

ＴＥＬ 0193-68-9099（直通）  ＦＡＸ 0193-63-9116 

所在地 〒027-8501 宮古市宮町一丁目１番 30号 宮古市水産課 あて 
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